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地域清掃用ごみ袋広告掲載追加募集要領 

地域清掃用ごみ袋の広告掲載を以下のとおり募集します。 

１ 募集概要 

(１) 地域清掃用ごみ袋の概要 

名 称 河内長野市地域清掃用ごみ袋 (外袋) 

広告掲載場所 河内長野市指定収集袋(外袋)中央部 

広告印刷数 

(目安) 地域清掃用ごみ袋(45L)：30,000 袋 

 

掲載時期 
令和８年８月～令和８年９月納品分 

(配布は令和８年８月頃～在庫がなくなるまで) 

収集袋 

配布場所 
市役所 ５階 環境衛生課 

収集袋使用者 河内長野市民で地域清掃を行う者 
 

(２)広告掲載枠の規格及び掲載料金 

広告掲載対象 
規格 

(縦×横×厚さ) 
印刷仕様 枠 広告料金 

地域清掃用ごみ袋 

 

45L 

(６５０㎜×８００

㎜×０.０３㎜) 

青１色 

(袋は透明) 
２枠 

１枠 

40,000 円 

・広告枠の大きさ 64 ㎜×92 ㎜ 程度 

・最大 ２枠利用可能とする。 

・掲載する広告には、広告掲載事業主の名称や連絡先を明記してください。 

・広告の掲載位置  

 袋中央部に２行４列を配置するものとする。 

 (３)広告掲載期間 

令和８年８月～令和８年９月納品分(流通は令和８年７月頃～在庫がなく 

なるまで) 

ただし、制度変更等、掲載内容に大幅な変更が生じた場合には、新たに広告募集し 

た上で、新たに指定収集袋を製作・販売する場合があります。 
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(４)掲載基準 

河内長野市有料広告掲載事業に関する基本要綱第３条に合致するもの及び河内長野市有

料広告掲載事業に関する掲載基準に合致しない広告は掲載できません。 

２ 応募資格 

次の要件をすべて満たす場合に限り、ご応募いただけます。 

 市税を完納していない事業者でないこと。 

 河内長野市有料広告掲載事業に関する掲載基準第 5条に定める業種及び事業者で

ないこと。 

 河内長野市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者では

ないこと。 

 

３ 応募手続き・スケジュール 

募集要領等の公表 令和８年７月１日（水)頃 

応募書類の受付 令和８年７月１日（水)～７月１６日(木) 

広告掲載事業主の選定 令和８年７月１６日以降 
 

(１)募集要項等の公表 

河内長野市ホームページに掲載しますので、ダウンロードしてください。 

河内長野市ホームページＵＲ https://www.city.kawachinagano.lg.jp 

掲載場所 トップページ> 暮らし・環境 > 自然環境・ごみ > ごみ 

(２)応募書類の受付 

ア 受付期間 

令和８年７月１日（水)～７月１６日(木)午後５時 30 分まで(必着) 

持参の受付は、平日の午前９時００分～正午・午後１時～午後５時 30 分です。です。 

イ 提出方法 

応募に必要な書類一式を、持参または郵送により「５ 書類提出先」に提出して 

ください。 

  

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/
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(３)応募書類 

 

書類名 部数 

河内長野市有料広告掲載事業申込書 

(河内長野市有料広告掲載事業に関する基本要綱第１号様式) 
１部 

市税納付状況に関する誓約書兼照会同意書 １部 

広告原稿（Ａ4判に拡大したもの。また、実際と同じ色で作成す

ること） 
１部 

 

・ 応募書類は返却しません。 

・ 市は、応募書類に関する情報公開請求があった場合には、河内長野市情報公開条例に基

づき、原則として公開します。 

(４)広告掲載の決定 

広告内容を審査の上、広告掲載を決定します。 

 なお、応募申込み数が募集枠数を超えない場合でも、広告掲載事業主及び広告内の適性

を確認します。また、審査で適性が確認できない場合は、広告掲載事業主決定しません。

広告掲載の申込みが複数ある場合、広告掲載及び掲載位置の優先順位を以下のとおりとし

て選定します。 

【同順位の場合の広告掲載の優先順位】 

① ２枠を利用する広告 

② １枠を利用する広告 

③ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体の広告 

④ 抽選 

(５)選定結果の通知 

広告の選定結果は、令和８年７月３１日(金)までに全ての応募者 

に通知します。 

４ 広告掲載決定後のスケジュール 

(１)広告掲載料の納付(令和８年８月) 

上記選定結果の通知と合わせて納付書を送付しますので、指定期日までに広告掲載 

料を納付してください。 

(２)広告データの入稿(令和８年８月) 

デジタルデータにて掲載する広告の完全版下を作成し、電子メール等で入稿してくださ

い。 
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(３)留意事項 

① 指定期日までに広告掲載料を納付しなかった場合、指定期日までに版下原稿を入稿

しなかった場合及び申込みに虚偽があった場合には、広告掲載決定を取り消します。 

② 原稿の作成及び提出に係る費用は、全て申込者の負担となります。 

③ 入稿した原稿は、校正により、修正をお願いすることがあります。 

④ 広告掲載事業主は、広告掲載の権利を他に転貸することはできません。 

５ 書類提出先・問合せ先 

河内長野市 地域資源循環部 環境衛生課 

〒５８６－８５０１ 河内長野市原町一丁目１番１号 河内長野市役所５階 

電 話：０７２１－５３－１１１１ 

ＦＡＸ：０７２１－５６－３１６０ 


